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標記条例を次のように制定する。 
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記 

八幡浜市都市計画税条例を廃止する条例 

 八幡浜市都市計画税条例（平成１７年条例第５９号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の八幡浜市都市計画税条例

の規定に基づいて課し、又は課すべきであった都市計画税については、なお従

前の例による。 

（八幡浜市市税条例の一部改正） 

３ 八幡浜市市税条例（平成１７年条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに

対応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

  

（固定資産税の納期） （固定資産税の納期） 

第６７条 （略） 第６７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 固定資産税額             

                    

                    

   が４，０００円未満の金額であるものに

ついては、前２項の規定にかかわらず、当該各

項の規定によって定められた納期のうち納税

通知書で指定する一の納期において、当該固定

資産税額の全額を徴収する。 

３ 固定資産税額（次条第４項の規定によって都

市計画税を併せて徴収する場合においては、固

定資産税額と都市計画税額との合算額とす

る。）が４，０００円未満の金額であるものに

ついては、前２項の規定にかかわらず、当該各

項の規定によって定められた納期のうち納税

通知書で指定する一の納期において、当該固定

資産税額の全額を徴収する。 

４ （略） ４ （略） 

（固定資産税の徴収の方法） （固定資産税の徴収の方法） 



第６８条 （略） 第６８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 第１項の規定によって固定資産税を賦課し、

及び徴収する場合においては、当該納税者に係

る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。

ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せ

て賦課し、及び徴収することができないと認め

る特別の事情がある場合においてはこの限り

でない。 

（固定資産税の納税通知書） （固定資産税の納税通知書） 

第６９条 第６７条第３項の規定により固定資

産税額の全額を一の納期において徴収する場

合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税

額        をその納期の数で除して

得た額とする。 

第６９条 第６７条第３項の規定により固定資

産税額の全額を一の納期において徴収する場

合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税

額及び都市計画税額をその納期の数で除して

得た額とする。 

  

 

提案理由 

令和９年度から都市計画税を廃止するため。 


